
場　所

主催者(事務局) 司会者

議　題

決定事項

(要点を箇条書き)

次回への検討

事項

次回開催 (場所) 未定

議　事　録

令和７年３月18日（火）

午後１時00分 ～ 午後２時30分

本館２階全員協議会室

建設課　住宅係 有賀　剛　副会長

会長：花岡利夫　　　　副会長：有賀　剛

委員：瀬田智之、堀内優香、小林浩一、吉澤正憲、飯島康男、鈴木敏之

　　　

事務局：【建設課】山邉　修、武井英朗、戸堀一真、本田浩樹

　　　　【企画振興課】関　昌徳

傍聴者：非公開

委員：有村豊、小林祐一、岡田梓

(議題)

(1) 特定空家等の認定について（新規）

(2) 特定空家等のこれまでの取組み経過について

(3) その他

・議題とした１件の空き家を特定空家として認定することが了承された。

・特定空家等の今後の方針について、資料のとおり取組むことで了承された。

　(日時）　未定

会議等の名称
令和６年度
第３回東御市空家等対策協議会

開催日時

出席者

欠席者

東 御 市



討議内容及び

経過

会長

(発言者名) (発言内容）

事務局 ・本協議会は非公開となる。

・会議進行は有賀副会長にお願いする。

副会長 １　開会（進行）

　開会・進行

２　委嘱書の交付

　瀬田智之氏に委嘱書を交付

３　会長あいさつ

　あいさつ

４　議事

会長 　進行

(1) 特定空家等の認定について（新規）及び(2) 特定空家等のこれまでの

取組み経過については、個人の利害関係に関わる協議であり、会議を公開

することにより、公正、円滑な協議が阻害され、会議の目的が達成されない

おそれがあるため、会議の議事録は非公開とする。

(3)その他

　特になし

５　その他

関課長補佐 (1) 空き家対策事業に関する一部民間委託について、資料に基づき説明

会長 　この協議会の委員とすれば承知をしていればよいということか。

関課長補佐 　利活用がメインになるので、委員の皆様にはこのような取り組みをしている

ということをご承知いただきたい。

副会長 　指定法人としてどのようなことを行うのか。所有者等の探索も行うのか。市

からどのような情報が提供されるのか。

関課長補佐 　提供できる情報は所有者等から同意をいただけたものだけになります。随時

、空家等管理活用支援法人の指定を行っており、今後、所有者等の探索ができ

る法人がいた場合には新たに指定をすることも考えられます。

副会長 ５　閉会

東 御 市


